
JP 5726369 B2 2015.5.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　界磁巻線と電機子巻線とを有する回転電機に電力変換装置が接続されて外部からの動作
指令に従って制御を行う車両用発電電動機の電力変換装置であって、
　前記界磁巻線と電力の入出力端子間に接続され、界磁巻線に流れる界磁電流を制御する
界磁電力変換部と、
　前記電機子巻線と前記入出力端子間に接続され、交直相互変換を行う電機子電力変換部
と、
　前記動作指令に基づく前記回転電機の動作モードに応じて前記界磁電力変換部と前記電
機子電力変換部を制御する制御部を備え、
　前記制御部は、
　前記入出力端子から供給される直流電力を交流電力に変換し前記回転電機に駆動トルク
を発生させる駆動モード、
　前記回転電機で発電された交流電力を直流電力に変換し前記入出力端子に接続された外
部の負荷へ供給する発電モード、および
　前記回転電機で発電された交流電力を前記回転電機内部および前記電力変換装置内部で
消費し、制動トルクを発生させる制動モード、
　のうち、前記駆動モードと少なくとも前記発電モードまたは制動モードを含む複数の動
作モード間で動作モードを切換え、
　前記駆動モードから他のモードへ遷移する際に、次に遷移するモードの種類に従って前
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記電機子巻線の電機子電流の通電を停止するタイミングを変え、
　前記制御部は、前記回転電機の動作を駆動モードから他の動作モードに遷移させる際に
、ただちに前記電機子電力変換部に電機子電流の通電を停止させる第一の駆動停止手段と
、
　前記界磁電力制御部に界磁電流の低減処理を開始させ、その後、界磁電流が所定の閾値
以下になった場合に、前記電機子電力変換部に電機子電流の通電を停止させる第二の駆動
停止手段と、
　駆動モードから発電モードまたは制動モードに遷移させる際には前記第一の駆動停止手
段を使用し、駆動モードから発電モードまたは制動モード以外に遷移させる際には前記第
二の駆動停止手段を使用するように切り換える切換手段と、
　含む、
　ことを特徴とする車両用発電電動機の電力変換装置。
【請求項２】
　界磁巻線と電機子巻線とを有する回転電機に電力変換装置が接続されて外部からの動作
指令に従って制御を行う車両用発電電動機の電力変換装置であって、
　前記界磁巻線と電力の入出力端子間に接続され、界磁巻線に流れる界磁電流を制御する
界磁電力変換部と、
　前記電機子巻線と前記入出力端子間に接続され、交直相互変換を行う電機子電力変換部
と、
　前記動作指令に基づく前記回転電機の動作モードに応じて前記界磁電力変換部と前記電
機子電力変換部を制御する制御部を備え、
　前記制御部は、
　前記入出力端子から供給される直流電力を交流電力に変換し前記回転電機に駆動トルク
を発生させる駆動モード、
　前記回転電機で発電された交流電力を直流電力に変換し前記入出力端子に接続された外
部の負荷へ供給する発電モード、および
　前記回転電機で発電された交流電力を前記回転電機内部および前記電力変換装置内部で
消費し、制動トルクを発生させる制動モード、
　のうち、前記駆動モードと少なくとも前記発電モードまたは制動モードを含む複数の動
作モード間で動作モードを切換え、
　前記駆動モードから他のモードへ遷移する際に、次に遷移するモードの種類に従って前
記電機子巻線の電機子電流の通電を停止するタイミングを変え、
　前記制御部は、前記回転電機の動作を駆動モードから他の動作モードに遷移させる際に
、前記界磁電力変換部に界磁電流の低減処理を開始させ、その後、界磁電流が、遷移する
動作モードによって設定されたそれぞれの所定の閾値以下になった場合に、前記電機子電
力変換部に電機子電流の通電を停止させる駆動停止手段を含む、
　ことを特徴とする車両用発電電動機の電力変換装置。
【請求項３】
　前記発電モードへの遷移の際の界磁電流の前記閾値が、他の動作モードへの遷移の際の
界磁電流の前記閾値より大きいことを特徴とする請求項２に記載の車両用発電電動機の電
力変換装置。
【請求項４】
　前記界磁電流の前記閾値が、前記回転電機が次に遷移する動作モードと、前記回転電機
の回転速度に従って設定されることを特徴とする請求項２または３に記載の車両用発電電
動機の電力変換装置。
【請求項５】
　前記界磁電流の前記閾値が、前記回転電機が次に遷移する動作モードと、前記回転電機
の回転速度と、前記入出力端子の電圧に従って設定されることを特徴とする請求項２また
は３に記載の車両用発電電動機の電力変換装置。
【請求項６】



(3) JP 5726369 B2 2015.5.27

10

20

30

40

50

　前記界磁電流の前記閾値が、前記回転電機が次に遷移する動作モードが前記発電モード
の場合、モード遷移直後の発電電流が所定値以下になるように設定されることを特徴とす
る請求項２から５までのいずれか１項に記載の車両用発電電動機の電力変換装置。
【請求項７】
　外部からの前記動作指令が発電トルク指令を含み、前記制御部は、発電時に前記回転電
機が発生するトルクが外部から与えられる前記発電トルク指令と一致するように発電電力
を制御する発電トルク制御手段を含み、前記回転電機が次に遷移する動作モードが発電モ
ードの場合、前記界磁電流の前記閾値が、前記発電トルク指令値に従って設定されること
を特徴とする、請求項２から５までのいずれか１項に記載の車両用発電電動機の電力変換
装置。
【請求項８】
　外部からの前記動作指令が発電トルク制限値を含み、前記制御部は、発電時に前記回転
電機が発生するトルクが前記発電トルク制限値以下となるように発電電力を制御する発電
トルク制限手段を含み、前記回転電機が次に遷移する動作モードが発電モードの場合、前
記界磁電流の前記閾値が、前記発電トルク制限値に従って設定されることを特徴とする、
請求項請求項２から５までのいずれか１項に記載の車両用発電電動機の電力変換装置。
【請求項９】
　前記界磁電流のための前記閾値の代わりに、前記界磁電流が前記所定の閾値以下になる
のに相当するそれぞれの所定の時間経過を使用したことを特徴とする請求項１から８まで
のいずれか１項に記載の車両用発電電動機の電力変換装置。
【請求項１０】
　界磁巻線と電機子巻線とを有する回転電機に電力変換装置が接続されて外部からの動作
指令に従って制御を行う車両用発電電動機の制御方法であって、
　前記界磁巻線と電力の入出力端子間に接続された界磁電力変換部により界磁巻線に流れ
る界磁電流を制御し、
　前記電機子巻線と前記入出力端子間に接続された電機子電力変換部により交直相互変換
を行い、
　制御部により前記動作指令に従った前記回転電機の動作モードに応じて前記界磁電力変
換部と前記電機子電力変換部を制御し、
　前記入出力端子から供給される直流電力を交流電力に変換し前記回転電機に駆動トルク
を発生させる駆動モード、
　前記回転電機で発電された交流電力を直流電力に変換し前記入出力端子に接続された外
部の負荷へ供給する発電モード、および
　前記回転電機で発電された交流電力を前記回転電機内部および前記電力変換装置内部で
消費し、制動トルクを発生させる制動モードのうち、
　前記駆動モードと少なくとも前記発電モードまたは制動モードを含む動作モード間で動
作モードを切換え、前記駆動モードから他のモードへ遷移する際に、次に遷移するモード
の種類に従って前記電機子巻線の電機子電流の通電を停止するタイミングを変え、
　前記回転電機の動作を駆動モードから他の動作モードに遷移させる際に、ただちに前記
電機子電力変換部に電機子電流の通電を停止させる第一の駆動停止と、
　前記界磁電力制御部に界磁電流の低減処理を開始させ、その後、界磁電流が所定の閾値
以下になった場合に、前記電機子電力変換部に電機子電流の通電を停止させる第二の駆動
停止と、を行い、
　駆動モードから発電モードまたは制動モードに遷移させる際には前記第一の駆動停止を
行い、駆動モードから発電モードまたは制動モード以外に遷移させる際には前記第二の駆
動停止を行うように切り換える、
　ことを特徴とする車両用発電電動機の制御方法。
【請求項１１】
　界磁巻線と電機子巻線とを有する回転電機に電力変換装置が接続されて外部からの動作
指令に従って制御を行う車両用発電電動機の制御方法であって、
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　前記界磁巻線と電力の入出力端子間に接続された界磁電力変換部により界磁巻線に流れ
る界磁電流を制御し、
　前記電機子巻線と前記入出力端子間に接続された電機子電力変換部により交直相互変換
を行い、
　制御部により前記動作指令に従った前記回転電機の動作モードに応じて前記界磁電力変
換部と前記電機子電力変換部を制御し、
　前記入出力端子から供給される直流電力を交流電力に変換し前記回転電機に駆動トルク
を発生させる駆動モード、
　前記回転電機で発電された交流電力を直流電力に変換し前記入出力端子に接続された外
部の負荷へ供給する発電モード、および
　前記回転電機で発電された交流電力を前記回転電機内部および前記電力変換装置内部で
消費し、制動トルクを発生させる制動モードのうち、
　前記駆動モードと少なくとも前記発電モードまたは制動モードを含む動作モード間で動
作モードを切換え、前記駆動モードから他のモードへ遷移する際に、次に遷移するモード
の種類に従って前記電機子巻線の電機子電流の通電を停止するタイミングを変え、
　前記回転電機の動作を駆動モードから他の動作モードに遷移させる際に、前記界磁電力
変換部に界磁電流の低減処理を開始させ、その後、界磁電流が、遷移する動作モードによ
って設定されたそれぞれの所定の閾値以下になった場合に、前記電機子電力変換部に電機
子電流の通電を停止させる、
　ことを特徴とする車両用発電電動機の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、主に車両に搭載され、エンジンの始動やトルクアシスト時には電動機とし
て動作すると共に、始動後には発電機としても動作する電機子巻線及び界磁巻線を有する
界磁巻線式発電電動機からなる車両用発電電動機の電力変換装置および車両用発電電動機
の制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、燃費の向上や、環境基準への適合を目的とし、発電電動機を搭載し、車両の停止
時にエンジンを停止させ発進時に再始動を行ういわゆるアイドルストップを行う車両が開
発されている。このような車両用の発電電動機は小型、低コスト、高トルクが求められる
ため、界磁巻線式発電電動機を用いることが多い。
【０００３】
　一般に、界磁巻線式発電電動機は、電機子巻線のインダクタンスに比べ界磁巻線のイン
ダクタンスが大きいため、駆動を停止させる際に電機子巻線と界磁巻線への通電を同時に
停止すると、電機子電流に対して界磁電流の低減速度が遅く、残留界磁磁束によって発生
する誘起電圧で意図しない発電状態となることがある。このような場合、過大な発電によ
ってバッテリや他の機器類に悪影響を与えたり、過度な制動トルクの出力によってエンジ
ン制御にも悪影響を与えることがある。
【０００４】
　これに対し、下記特許文献１では、駆動停止の指示が出たあと、電機子への通電を継続
したまま界磁電流の低減処理を行い、界磁電流がある一定のレベルまで低下した後に、電
機子への通電を停止することで、発電を防止する方法が提案されている。
【０００５】
　下記特許文献１ではこの界磁電流レベルについて、発電電動機の回転速度と入力端子間
電圧(以下、Ｂ端子電圧という)またはバッテリ電圧を用いて、誘起電圧がＢ端子電圧また
はバッテリ電圧を下回るような範囲の値を求めている。
【先行技術文献】
【特許文献】



(5) JP 5726369 B2 2015.5.27

10

20

30

40

50

【０００６】
【特許文献１】特許第４１８５０９４号公報
【特許文献２】特許第４５７０９８２号公報
【特許文献３】特開２０１０－８１７０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、上述の下記特許文献１のような制御を一律に行うと、例えばエンジンを始動す
るための駆動を終了した後、エンジンの吹け上がりを抑制するためにすぐに発電を行いた
い場合などに、制動方向のトルクを出力したいにもかかわらず、界磁電流の逓減、および
停止制御が完了するまでは駆動方向のトルクを出力してしまう。
　また、この場合本来発電を行いたいにもかかわらず、電機子側は通電を継続しているた
め、この間の電機子側の電力は無駄に消費されることとなる。
　このように、特許文献１による方法では、駆動停止後、次のモードに迅速に遷移できな
いという課題がある。
【０００８】
　また、特許文献２では、界磁電流急速減衰手段を設け、駆動モードから発電モードへ遷
移する際に当該手段を作動させることで、発電を防止する方法が提案されているものの、
界磁電流急速減衰手段の実装に際し追加コストがかかるという問題がある。
【０００９】
　この発明は、部品や回路の追加なしに、駆動停止時の残留界磁磁束による意図しない発
電や過度な発電トルクを防ぎ、次の動作モードに迅速に遷移することができる車両用発電
電動機の電力変換装置等を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明は、界磁巻線と電機子巻線とを有する回転電機に電力変換装置が接続されて、
外部からの動作指令に従って制御を行う車両用発電電動機の電力変換装置であって、前記
界磁巻線と電力の入出力端子間に接続され、界磁巻線に流れる界磁電流を制御する界磁電
力変換部と、前記電機子巻線と前記入出力端子間に接続され、交直相互変換を行う電機子
電力変換部と、前記動作指令に基づく前記回転電機の動作モードに応じて前記界磁電力変
換部と前記電機子電力変換部を制御する制御部を備え、前記制御部は、前記入出力端子か
ら供給される直流電力を交流電力に変換し前記回転電機に駆動トルクを発生させる駆動モ
ード、前記回転電機で発電された交流電力を直流電力に変換し前記入出力端子に接続され
た外部の負荷へ供給する発電モード、および前記回転電機で発電された交流電力を前記回
転電機内部および前記電力変換装置内部で消費し、制動トルクを発生させる制動モード、
のうち、前記駆動モードと少なくとも前記発電モードまたは制動モードを含む複数の動作
モード間で動作モードを切換え、前記駆動モードから他のモードへ遷移する際に、次に遷
移するモードの種類に従って前記電機子巻線の電機子電流の通電を停止するタイミングを
変え、前記制御部は、前記回転電機の動作を駆動モードから他の動作モードに遷移させる
際に、ただちに前記電機子電力変換部に電機子電流の通電を停止させる第一の駆動停止手
段と、前記界磁電力制御部に界磁電流の低減処理を開始させ、その後、界磁電流が所定の
閾値以下になった場合に、前記電機子電力変換部に電機子電流の通電を停止させる第二の
駆動停止手段と、駆動モードから発電モードまたは制動モードに遷移させる際には前記第
一の駆動停止手段を使用し、駆動モードから発電モードまたは制動モード以外に遷移させ
る際には前記第二の駆動停止手段を使用するように切り換える切換手段と、含む、ことを
特徴とする車両用発電電動機の電力変換装置等にある。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明によれば、部品や回路の追加なしに、駆動停止時の残留界磁磁束による意図し
ない発電や過度な発電トルクを防ぎ、次の動作モードに迅速に遷移することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】この発明による車両用発電電動機の電力変換装置を搭載した車両システムの概略
的な構成図である。
【図２】この発明の実施の形態１における駆動モードを終了する際の電力変換装置の動作
を示すフローチャートである。
【図３】この発明の実施の形態２における駆動モードを終了する際の電力変換装置の動作
を示すフローチャートである。
【図４】この発明の実施の形態２における低減動作完了判定用の界磁電流レベルＩｆｔｈ
を示す図である。
【図５】この発明の実施の形態２における低減動作を説明するための図である。
【図６】この発明の実施の形態３における発電時界磁電流指令Ｉｆｇを説明するための図
である。
【図７】この発明の実施の形態３における低減動作を説明するための図である。
【図８】この発明による車両用発電電動機の電力変換装置の制御部の機能ブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　この発明では、複数の駆動停止手段を持ち、次に遷移するモードによって使用する駆動
停止手段を切換えるものである。
　また、界磁電流低減処理の開始後、駆動停止手段を開始する界磁電流のレベルを、次に
遷移するモードによって決定することとしたものである。
【００１４】
　以下、この発明による車両用発電電動機の電力変換装置等を各実施の形態に従って図面
を用いて説明する。なお、各実施の形態において、同一または相当部分は同一符号で示し
、重複する説明は省略する。
【００１５】
　実施の形態１．
　図１はこの発明による車両用発電電動機の電力変換装置を搭載した車両システムの概略
的な構成図である。図１において、発電電動機１の回転電機２０は、例えばベルト等の動
力伝達部４を介してエンジン３に接続されている。
【００１６】
　外部のアイドルストップシステムのコントローラまたはキースイッチ(共に図示省略)な
どから運転モードやトルク指令等を含む動作指令(ＯＣ)を受けて、発電電動機はその指令
に応じた運転を行う。
【００１７】
　例えばエンジン３を始動させるとき、発電電動機１は電動機として動作し(駆動モード)
、エンジンを回転させる。エンジンの運転中は、発電電動機１は発電機として動作し(発
電モード)、発電した電力を充電可能な電源であるバッテリ(またはキャパシタ、以下バッ
テリとする)２に供給する。発電モードでは、発電電圧が一定となるように制御したり、
あるいは指令されたトルクを発生させるように発電電流を制御したりする。また、エンジ
ン３の運転中であっても必要に応じて電動機として動作し、トルクアシストを行う場合な
どがある。また、このほかに、発電した電力を発電電動機１内部で消費し、制動トルクを
発生させるモード(制動モード)や、何も動作を行わず待機するモード(停止モード)等、を
備える。
【００１８】
　発電電動機１は、電力変換装置１０と回転電機２０により構成されている。電力変換装
置１０は、界磁電力変換部１１、電機子電力変換部１２、これらの電力変換部１１，１２
に対して電力変換素子のオン・オフ指令を行う制御部１３、界磁電流を検出するための電
流センサ１４を備える。回転電機２０は、界磁電流を通電させ、界磁磁束を発生させる界
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磁巻線２１、電機子巻線２２、さらに回転電機２０の回転速度等を得るために必要な位置
センサ２３を備える。
【００１９】
　発電電動機１の界磁電力変換部１１は、一般的には、電力変換素子としてのＭＯＳＦＥ
Ｔによるハーフブリッジ回路が用いられる。界磁電力変換部１１は、制御部１３からの電
力変換素子のオン・オフ指令によって動作し、界磁巻線２１へＰＷＭ制御によって界磁電
流を通電させる。電機子電力変換部１２には、一般的には、電力変換素子としてのＭＯＳ
ＦＥＴによる３相ブリッジ回路が用いられる。電機子電力変換部１２は、駆動時(駆動モ
ード)には、制御部１３からの電力変換素子のオン・オフ指令によって動作し、電機子巻
線２２へ電機子電流を通電させる。発電時(発電モード)には、電機子巻線２２からの電機
子電流を整流し、電力をバッテリ２や他の負荷へ供給する。制動時(制動モード)には、３
相ブリッジ回路の片側アームの電力変換素子を全てオンし(３相短絡制動という)、発電し
た電力を発電電動機１内部で消費させる。停止時（停止モード）は、電力変換素子を全て
オフする。なお、駆動モードからそれ以外の次のモードに遷移する場合、後述する制御を
経て、最終的に電力変換素子を全てオフし、次のモードへ移行する。なお、これらのブリ
ッジ回路の回路構成自体は周知の技術であるので、これ以上の詳細な説明は省略する。ま
た、バッテリ(キャパシタ)２に接続された電力変換装置１０または発電電動機１の端子Ｂ
，Ｅを電力の入出力端子とする。
【００２０】
　制御部１３は記憶部を含むコンピュータで構成され、図８に制御部１３の機能ブロック
図の一例を示す。図８では全ての実施の形態に係る構成がまとめて示されている。制御部
１３はタイマ１３１、記憶手段１３２、第一の駆動停止手段１３３、第二の駆動停止手段
１３４、切換手段１３５、駆動停止手段１３６、発電トルク制御手段１３７を含む。
【００２１】
　続いて、図２を参照しながら、制御部１３の制御による電力変換装置１０の動作を説明
する。図２は、制御部１３の制御による駆動モードを終了する際の電力変換装置の動作を
示すフローチャートである。まず、ステップＳ１において、次の動作モード指令が発電モ
ードまたは制動モードかを判定する。次のモード指令が発電モードまたは制動モードの時
、ステップＳ２へ進む。そうでない場合、すなわち次のモード指令が発電モードおよび制
動モード以外の例えば停止モード等のその他のモードの場合、ステップＳ３へ進む。
【００２２】
　ステップＳ２では、電機子(２２)側の駆動動作を停止させ、駆動動作を終了し、発電モ
ードまたは制動モードへ遷移する。すなわち、次の動作モード指令が発電モードの場合、
界磁電力変換部１１による界磁電流の低減処理を行わず、界磁電力変換部１１、電機子電
力変換部１２を制御して、ただちに駆動モードを終了し、発電モードへ遷移する。同様に
、動作モード指令が制動モードの場合、界磁電力変換部１１による界磁電流の低減処理を
行わず、界磁電力変換部１１、電機子電力変換部１２を制御して、ただちに駆動モードを
終了し、制動モードへ遷移する。
【００２３】
　一方、ステップＳ３では、電機子電力変換部１２を制御して電機子の通電を継続したま
まま、界磁電力変換部１１の制御を止めて界磁巻線２１への通電を停止させることで、界
磁電流を低減させる(低減動作)。その後、ステップＳ４において、低減動作完了判定用の
界磁電流レベルを演算する。この界磁電流レベルについては、例えば上述の特許文献１の
発明のように、発電電動機１の回転速度と、Ｂ端子電圧(図１の符号Ｂの入出力端子電圧)
またはバッテリ電圧(規格のバッテリ電圧：１２Ｖ，２４Ｖ，３６Ｖ等)とを用いて、誘起
電圧がＢ端子電圧またはバッテリ電圧を下回るような範囲の値を求める。このための制御
部１３はＢ端子電圧を得るために入出力端子Ｂにも接続されている。また制御部１３の記
憶手段１３２に使用バッテリの規格電圧が格納されている。後述するように、発電電動機
１の回転速度、Ｂ端子電圧またはバッテリ電圧毎の上記界磁電流レベルをテーブルや数式
等にして低減動作完了判定用(界磁電流レベル)情報として予め記憶手段１３２に格納して
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おいてもよい。
【００２４】
　ここで制御部１３は、発電電動機１の回転速度は回転電機２０の回転位置を検出する位
置センサ２３からの位置の時間的変化から求め、界磁電流は電流センサ１４から得る。そ
して、回転電機２０の誘起電圧、回転速度、界磁電流はおおよそ以下の関係にある。
　　(誘起電圧)＝(係数)×(回転速度)×(界磁電流)
　　(界磁電流)＝(誘起電圧)／{(係数)×(回転速度)}
【００２５】
　低減動作完了判定用の界磁電流レベルを求めた後、ステップＳ５において、界磁電流の
値がこの低減動作完了判定用の界磁電流レベル(所定の閾値)以下か否かを判定する。界磁
電流の値がこの低減動作完了判定用の界磁電流レベル以下であれば、この段階で電機子電
力変換部１２の制御を止めて電機子側への通電を停止しても、誘起電圧で意図しない発電
を行うことは無いため、ステップＳ２へ進み、電機子側の駆動動作を停止させ、駆動動作
を終了する。
【００２６】
　一方、ステップＳ５において、界磁電流の値がこの低減動作完了判定用の界磁電流レベ
ルを上回っている場合、ステップＳ６へ進む。この時点で電機子側の駆動動作を停止させ
ると、発電の指令をしていないのに発電を行ってしまうため、ステップＳ６では駆動モー
ドの電機子通電制御を継続する。その後、ステップＳ１へ進み、この一連のフロー(ステ
ップＳ５→Ｓ６→Ｓ１→Ｓ３→Ｓ４→Ｓ５)を繰り返すことで、界磁電流が低減動作判定
完了用の界磁レベル以下まで低下するのを待ってから、駆動を停止する。
【００２７】
　なお、ステップＳ１が切換手段１３５、ステップＳ２が第一の駆動停止手段１３３、ス
テップＳ１～Ｓ６が第二の駆動停止手段１３４を構成する。
【００２８】
　この実施の形態では、駆動モードから発電モードへの遷移、または駆動モードから制動
モードへの遷移の場合のみ、界磁の立下りを待たずに、すぐに駆動を停止し、発電または
制動へ遷移させる。それ以外の動作モードの場合は、界磁電流が一定値以下になってから
駆動を停止し、次の動作モードへ遷移させる。駆動モードは必須であるが、発電モード、
制動モードはどちらか１つがあればよく、特に制動モードは無くてもよい。
【００２９】
　以上のように、この実施の形態においては、駆動を終了する際に、次のモード指令が発
電モードまたは制動モードの場合には、界磁電流の低減を待つことなくただちに発電モー
ドまたは制動モードへ遷移し、そうでない場合には残留界磁電流によって意図しない発電
を行わないよう、低減処理を行ってから駆動を終了する。そのため、次の動作モード指令
が発電モードまたは制動モードの場合には速やかに発電動作または制動動作を行うことが
でき、それ以外の停止モード等の場合には意図しない発電を防ぐことができる。
【００３０】
　なお、本実施の形態において次のモードが発電モードまたは制動モード以外の場合、駆
動を停止するかどうかの判定に界磁電流レベル(閾値)を用いているが、これを界磁電流低
減制御が開始してから(すなわち、次のモード指令を受信してから)の、界磁電流が上述の
界磁電流レベルになるのに相当するそれぞれの所定の経過時間を用いて判定してもよい(
所定時間経過後に駆動を停止)。この場合、時間経過は例えばタイマ１３１でカウントす
る。このような場合も、例えば、遷移する各動作モード、発電電動機１の回転速度、Ｂ端
子電圧またはバッテリ電圧毎の経過時間を低減動作完了判定用(経過時間)情報として数式
またはテーブルとして記憶手段１３２に予め記憶しておき、これを使用するようにしても
よい。
【００３１】
　実施の形態２．
　次に、この発明の実施の形態２による車両用発電電動機の電力変換装置ついて説明する
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。図３はこの発明の実施の形態２による、制御部１３の制御による駆動モードを終了する
際の電力変換装置の動作を示すフローチャートである。駆動モードを終了する際の電力変
換装置の動作以外は、実施の形態１と同様であるため、説明を省略する。
【００３２】
　まず、ステップＳ１１において、界磁電流の低減処理(低減動作)を開始する。この低減
処理は、実施の形態１と同様である。
【００３３】
　次に、ステップＳ１２では、低減動作完了判定用の界磁電流レベルＩｆｔｈを演算する
。この界磁電流レベルＩｆｔｈは、図４に示すように、次の動作モード指令、Ｂ端子電圧
またはバッテリ電圧、回転速度から定まる値を用いる。
【００３４】
　例えば図４では、発電電動機の回転速度Ｎｍｇと遷移する動作モードに対する界磁電流
レベルＩｆｔｈ(閾値)が示されている。Ａは次の動作モードが発電モードの時のＩｆｔｈ
、Ｂは次の動作モードが発電モード以外の時のＩｆｔｈを示す。発電モードの界磁電流レ
ベルＩｆｔｈは発電モード以外の停止モード等の界磁電流レベルＩｆｔｈより高く設定さ
れている。このような関係がバッテリ電圧毎(ＶＢ＝１２Ｖ，２４Ｖ，３６Ｖ)に設定され
ている。同様にして検出したＢ端子電圧ごとに設定しておくことも可能であり、また数式
として規定しておくことも可能である。このような情報(低減動作完了判定用情報)は例え
ば記憶手段１３２に予め格納しておき、使用することが可能である。
　特に界磁電流レベルＩｆｔｈ(閾値)は、回転電機が次に遷移する動作モードが発電モー
ドの場合、モード遷移直後の発電電流が所定値以下になるように設定される。
【００３５】
　次の動作モード指令(遷移先モード)が発電モードの時には、低減動作完了判定用の界磁
電流レベルＩｆｔｈ(閾値)を発電時の最大界磁電流ＩｆＭＡＸ付近に設定し、なるべく早
い段階で駆動モードから発電モードへ遷移できるようにする。
　ただし、高回転かつ大きな界磁電流が流れている状態で駆動モードから発電モードに遷
移した場合、遷移直後に過大な発電電流が生じ、場合によっては過電圧を引き起こすこと
がある。そのような場合は、図４の破線で示すように、界磁電流レベルＩｆｔｈの値を発
電電流がある一定の値を超えないような範囲で定める。
【００３６】
　一方、次の動作モード指令が停止モードの時には、特許文献１の発明のように、発電電
動機の回転速度とＢ端子電圧またはバッテリ電圧を用いて、誘起電圧がＢ端子電圧または
バッテリ電圧を下回るような範囲の界磁電流レベルＩｆｔｈ(閾値)を設定し、意図しない
発電を防止する。
　なお、一般的な１２Ｖ鉛バッテリを使用する場合、Ｂ端子電圧の変動幅は少なく、界磁
電流レベルＩｆｔｈに与える影響は小さいため、これを一定として扱ってもよい。すなわ
ち、入出力端子から検出せずに、記憶手段１３２等に予め格納された規格のバッテリ電圧
または規格のバッテリ電圧ごとの情報(図４参照)を使用する。
【００３７】
　低減動作完了判定用の界磁電流レベルを求めた後、ステップＳ１３において、界磁電流
の値がこの低減動作完了判定用の界磁電流レベルＩｆｔｈ(閾値)以下か否かを判定する。
界磁電流の値がこの低減動作完了判定用の界磁電流レベル以下であれば、この段階で電機
子側への通電を停止しても、意図しない発電を行うことは無いため、ステップＳ１４へ進
み、電機子側の駆動動作を停止させ、駆動動作を終了する。
【００３８】
　一方、界磁電流の値がこの低減動作完了判定用の界磁電流レベルを上回っている場合、
ステップＳ１５へ進む。この時点で電機子側の駆動動作を停止させると、発電の指令をし
ていないのに発電を行ってしまうため、ステップＳ１５では駆動モードの電機子通電制御
を継続する。その後、ステップＳ１１へ進み、この一連のフロー(ステップＳ１３→Ｓ１
５→Ｓ１１→Ｓ１２→Ｓ１３)を繰り返すことで、界磁電流が低減動作判定完了用の界磁
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レベル以下まで低下するのを待ってから、駆動を停止する。
【００３９】
　なお、ステップＳ１１～Ｓ１５が駆動停止手段１３６を構成する。また、低減動作完了
判定用の界磁電流レベルＩｆｔｈ(閾値)は上述のように計算で求めてもよいし、また図４
に示すような低減動作完了判定用(界磁電流レベル)情報を数式またはテーブルとして記憶
手段１３２に予め格納しておき、これを使用するようにしてもよい。
【００４０】
　この実施の形態では、駆動モードから駆動モード以外の他の動作モード(次モード)に遷
移する際の電機子側の通電を停止する界磁電流の閾値を、次動作モードに従って変化させ
る。例えば、駆動モードから発電モードへの遷移の場合、１０Ａまで界磁電流が低下した
ら電機子側の通電を停止させ、駆動モードから停止モードへの遷移の場合、０．５Ａまで
低下したら電機子側の通電を停止させる。
【００４１】
　さらに、次モード情報と、回転速度、Ｂ端子電圧またはバッテリ電圧によって変化させ
る。例えば、駆動モードから発電モードへの遷移の場合、１０００ｒ／ｍｉｎ、ＶＢ＝１
２Ｖなら１０Ａまで界磁電流が低下したら電機子側の通電を停止させ、２０００ｒ／ｍｉ
ｎ、ＶＢ＝１８Ｖなら６Ａまで界磁電流が低下したら電機子側の通電を停止させる。
【００４２】
　以上のように、この実施の形態においては、駆動を終了する際に、界磁電流の低減動作
を行い、その低減動作の完了判定用界磁電流レベルを次の動作モード指令、Ｂ端子電圧、
回転速度によって演算または記憶手段で検索する。そのため、次の動作モード指令が発電
の場合には速やかに発電動作を行うことができるうえ、それ以外の動作モードの場合には
意図しない発電を防ぐことができる。
【００４３】
　なお、本実施の形態においても、駆動を停止するかどうかの判定に界磁電流レベル(閾
値)を用いているが、これを界磁電流低減制御が開始してから(すなわち、次のモード指令
を受信してから)の、界磁電流が上述の界磁電流レベルになるのに相当するそれぞれの所
定の経過時間を用いて判定してもよい。このような場合も、例えば、遷移する各動作モー
ド、発電電動機１の回転速度、Ｂ端子電圧またはバッテリ電圧毎の経過時間を低減動作完
了判定用(経過時間)情報として数式またはテーブルとして記憶手段１３２に予め記憶して
おき、これを使用するようにしてもよい。
　そして界磁電流レベルＩｆｔｈ(閾値)は、次に遷移する動作モードと発電電動機の回転
速度に基づいて設定されてもよいし、Ｂ端子電圧またはバッテリ電圧をさらに加えたもの
に基づいて設定されてもよい。
【００４４】
　実施の形態３．
　実施の形態３は、実施の形態２に対して、低減動作完了判定用の界磁電流レベルの演算
方法を変更したものである。その他の部分は実施の形態２と同様のため、以下には実施の
形態３に特有の部分のみについて説明する。
【００４５】
　従来より、上位のコントローラから指令される発電トルクの指令値と、回転速度などか
ら、対応する界磁電流指令を求め、その界磁電流の指令値に従って界磁電流制御を行うこ
とで、所望のトルクを発生させる、発電トルク制御が提案されている(例えば、上記特許
文献３)
【００４６】
　このような発電トルク制御機能を持つ発電電動機で実施の形態２のような制御を行う場
合のトルクと界磁電流の関係の一例を図５に示す。図５の(ａ)はトルク、(ｂ)は界磁電流
のそれぞれ経時変化を示す。例えば図５に示すように、発電トルク指令Ｔｇが微小で、か
つ駆動時の界磁電流が大きい場合、界磁電流が大きいまますぐに駆動モードから発電モー
ドへ遷移するため、発電時の最大界磁電流に近い状態での発電を行うことになり、必要以
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上の発電トルクが発生する。
【００４７】
　そのため、この実施の形態においては、前述したような必要以上のトルク発生を防ぐた
め、図６に示すように発電トルク指令、回転速度、Ｂ端子電圧またはバッテリ電圧をもと
に演算された、発電トルク制御時の界磁電流指令Ｉｆｇを、低減動作完了判定用の界磁電
流レベルＩｆｔｈとして用いる。発電トルク指令は動作指令ＯＣに含まれる。
　この実施の形態では、駆動モードから発電モードへ遷移する場合、発生するトルクが発
電モードのトルク指令まで下がってから、発電モードへ切換える。
【００４８】
　例えば図６では、発電電動機の回転速度Ｎｍｇと発電時のトルク指令Ｔｇ＝Ｔ１，Ｔ２
、Ｔ３(Ｔ１＞Ｔ２＞Ｔ３)に対する発電時開示電流指令Ｉｆｇが示されている。そしてこ
のような関係が各Ｂ端子電圧またはバッテリ電圧毎(ＶＢ＝１２Ｖ，２４Ｖ，３６Ｖ)に設
定されている。そしてこのような低減動作完了判定用(界磁電流レベル)情報は数式または
テーブルとして例えば記憶手段１３２に予め格納しておき、使用するようにしてもよい。
【００４９】
　これによって、図７に示したように、駆動モードから発電モードへ遷移する際の必要以
上の発電トルクの発生を防止することができる。図７の(ａ)(ｂ)は図５の(ａ)(ｂ)に対応
するそれぞれトルク、界磁電流のそれぞれ経時変化を示す。
【００５０】
　なお、上記処理は図８の発電トルク制御手段１３７で行われる。外部からの動作指令に
発電トルク指令が含まれており、発電トルク制御手段１３７は、発電時に回転電機２０が
発生するトルクが外部から与えられる発電トルク指令と一致するように発電電力を制御す
る。そして回転電機２０が次に遷移する動作モードが発電モードの場合、界磁電流の閾値
が、発電トルク指令値に従って設定される。
【００５１】
　以上のように、この実施の形態においては、駆動モードを終了し発電モードへ遷移する
際に、低減動作を行い、その低減動作の完了判定用界磁電流レベルをＢ端子電圧、回転速
度、発電時のトルク指令によって演算する。そのため、次の動作モード指令が発電の場合
には速やかに発電動作を行うことができるうえ、必要以上の発電トルクの発生を防ぐこと
ができる。
【００５２】
　なお、本実施の形態中では、外部からトルク指令を受け、発電トルク制御を行う場合に
おける、必要以上の発電トルクが発生することを防止する方法について述べたが、発電電
圧制御などの場合でも、トルクの急変を防ぐために、制御部１３の記憶手段１３２に予め
格納したトルク制限値をもとに、上記の動作を行ってもよい。その場合、本実施の形態中
の「発電トルク指令」はそのまま「発電トルク制限値」と置き換えて考えることができる
。
【００５３】
　すなわち、この場合、外部からの動作指令に発電トルク指令の代わりに発電トルク制限
値が含まれており、発電トルク制御手段１３７は、発電時に回転電機２０が発生するトル
クが該発電トルク制限値以下となるように発電電力を制御し、回転電機２０が次に遷移す
る動作モードが発電モードの場合、界磁電流の閾値を、前記発電トルク制限値に従って設
定する。
【００５４】
　発電トルク指令を使用する場合、定められたトルクとなるよう運転することを想定して
いるが、発電トルク制限値を使用する場合、基本的には電圧制御をしつつ、最大トルクは
制限する運転制御となる。
【００５５】
　また、この発明は上記各実施の形態に限定されるものではなく、これら実施の形態の可
能な組み合わせを全て含むことは云うまでもない。
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【産業上の利用の可能性】
【００５６】
　この発明による車両用発電電動機の電力変換装置および車両用発電電動機の制御方法は
多くの分野の車両用発電電動機に適用可能であり、同様な効果を奏する。
【符号の説明】
【００５７】
　１　発電電動機、２　バッテリ(キャパシタ)、３　エンジン、４　動力伝達部、１０　
電力変換装置、１１　界磁電力変換部、１２　電機子電力変換部、１３　制御部、１４　
電流センサ、２０　回転電機、２１　界磁巻線、２２　電機子巻線、２３　位置センサ、
１３１　タイマ、１３２　記憶手段、１３３　第一の駆動停止手段、１３４　第二の駆動
停止手段、１３５　切換手段、１３６　駆動停止手段、１３７　発電トルク制御手段、Ｂ
，Ｅ　入出力端子。

【図１】 【図２】



(13) JP 5726369 B2 2015.5.27

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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